
第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

保健体育課　子ども相談センター
母子保健課　他の官公庁

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
1 住民番号，2 氏名，3 性別，4 生年月日，5 年齢，6 学年，7
続柄，8 現住所，9 前住所，10 小学校区，11 中学校区，12 保
護者情報，13 小学校情報，14 中学校情報

記 録 範 囲 児童生徒本人（就学前児童を含む）及び同一世帯者

記録情報の収集方法 戸籍住民課からの提供

市 の 機 関 の 名 称 教育委員会

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

教育委員会　学務課

ファイルの利用目的 法令に基づき，学齢簿編製及び就学に係る事務を行うため。

フ ァ イ ル の 名 称 就学事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 601000-01

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

保健体育課　子ども相談センター
生活支援課　他の官公庁

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目

1 住民番号，2 氏名，3 性別，4 生年月日，5 年齢，6 学校
名，7 学年，8 続柄，9 生活保護受給情報，10 総所得，11 児
童扶養手当受給額，12 母子加算額，13 子ども手当受給額，14
その他収入等，15 学齢簿保護者情報，16 支給内容，17 医療費
状況，18 口座情報

記 録 範 囲 就学援助申請者及び同一世帯者

記録情報の収集方法
本人の申告，生活支援課・戸籍住民課・市民税課からの提供
他の地方公共団体からの提供

市 の 機 関 の 名 称 教育委員会

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

教育委員会　学務課

ファイルの利用目的
就学援助における児童・生徒の認定を行うにあたり，
児童生徒(就学前児童含む)の世帯状況を把握するため。

フ ァ イ ル の 名 称 就学援助事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 601000-02

個人情報ファイル簿


